
湖西市障害者相談支援センター業務委託仕様書 

 

１ 趣旨 

  本仕様書は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 

号。以下「法」という。）第 77 条第１項第３号に規定する事業について、本市が設置する「湖西市障

害者相談支援センター」を運営する事業者が行う業務内容について定めるものとする。 

 

２ 委託業務名 

  湖西市障害者相談支援センター業務 

 

３ 委託期間 

  令和８年 10月１日から令和 12年３月 31日まで 

 

４ 委託料等 

⑴  委託上限金額 （契約期間の総金額（令和８、９、10、11年度）） 

   金 34,890,000 円 （消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※ 上記金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、業務内容に係る予算規模を示したもの

である。よって、受託者決定後、提案内容に基づき改めて仕様を定め、見積書の提出を求める。 

 ⑵ 委託料に含まれるもの 

   人件費、職員旅費、職員研修参加費、報償費、消耗品費、燃料費、通信運搬費、車両管理費、保

険料、広告宣伝費 

 ⑶ 委託料に含まないもの 

  ① 事務用机・椅子、書類保管庫、パソコン、プリンター、複写機の購入費用及びそれらの設置費   

用 

  ② 案内表示の作成費用及びその設置費用 

  ③ 水道光熱費（市が負担） 

 

５ 業務の目的 

  障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするために、次に掲げる

業務を行うことを目的とする。 

  ① 地域の障害のある人の福祉に関する各般の問題につき、障害のある人、その家族又は障害のあ

る人の支援を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う業務 

  ② 障害のある人に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関との連絡調整その他の

障害のある人の権利擁護のために必要な援助を行う業務 

 

６ 設置場所 

  湖西市健康福祉センター（静岡県湖西市古見 1044 番地） 

 

７ 開設時間等 

 ⑴ 原則として、月曜日から金曜日（国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する



休日及び 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日を除く。）の午前８時 30 分から午後５時 00 分ま

でとする。 

 ⑵ 前項規定にかかわらず、緊急の場合その他やむを得ない理由のある場合は、実施時間以外の時間

において業務を実施する。 

 ⑶ 緊急時における夜間・休日の相談について、市と連携できる体制を整える。 

 

８ 委託業務の内容 

 ⑴ 相談支援業務 障害のある人、その家族又は障害のある人の支援を行う者等からの相談に応じ、

必要な情報の提供、助言等を行うものとして、次に掲げる業務 

  ① 福祉サービスの利用援助業務 

 ② 社会資源を活用するための支援業務 

  ③ 社会生活力を高めるための支援業務 

④ ピアカウンセリング業務 

⑤ 権利擁護のために必要な援助業務 

⑥ 専門機関の紹介業務 

 ⑵ 相談支援機能強化業務 障害のある人等が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むため、地

域における相談支援事業をはじめとする障害福祉に関するシステムづくりを整備し困難ケース等

への対応を行うものとして、次に掲げる業務 

  ① 総合的又は専門的な相談支援業務 

  ② 地域の相談支援体制の強化業務 

  ③ 地域移行又は地域定着の促進業務 

  ④ 権利擁護又は虐待の防止業務 

  ⑤ 湖西市障害者支援協議会の企画・運営に関する業務 

 ⑶ 成年後見制度利用支援業務 障害のある人のうち判断能力が不十分な者又は家族等から適切な

支援が受けられない者に対し、障害福祉サービスの利用契約の締結等の身上監護又は財産管理等が

適正に行われるものとして、成年後見制度の利用を支援する業務 

 

９ 人員の配置等 

  ⑴ 従事する職員を常勤換算 1.5人以上配置すること。ただし、１人は常勤とする。 

 ⑵ 業務責任者として、管理業務に従事する管理者を置くこと。管理者については、障害者相談支援

センターの従事者、基幹相談支援センターの従事者又は受託者の従事者が兼務するものとする。 

 ⑶ 常勤職員は、本業務の専任とする。 

 ⑷ 従事する職員は、主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、作業療

法士、公認心理士、介護福祉士、保健師、看護師、保育士、幼稚園教諭、義務教育学校若しくは特

別支援学校の教員の資格を有するもの又は相談支援従事者初任者研修修了者（令和８年度中に同研

修修了見込者含む。）とする。 

 ⑸ 常勤換算する非常勤の職員は、勤務日等で明確に業務時間が積算できる場合とし、常勤換算方法

は、「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準について（平成 18年 12月６日障発第 1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

で定義する「常勤換算方法」の計算方法によること。 



 

10 職員の責務 

 ⑴ 職員は、相談者及び相談世帯に関する個人情報の保護に万全を期すものとし、職務上知り得た秘

密（個人情報を含む。）を漏らしてはならない。 

 ⑵ 職員は、資質の向上を図るため各種研修会及び多職種による支援会議（障害者の関係するものに

限る。）への参加等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。 

 

11 提出書類 

  受託者は、本業務の実施に当たり、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に定める期限までに

市長に提出しなければならない。 

  ① 従事者配置届（任意様式） 事業実施年度の前年度の末日まで 

② 収支予算書及び資金計画表（任意様式） 事業実施年度の前年度の末日まで 

③ 緊急時の連絡体制図（任意様式） 契約書提出時 

④ 月次実績報告書（指定様式） 翌月 10日まで 

  ⑤ 年間実績報告書（指定様式） 翌年度４月 15日まで 

 

12 業務の適正実施に関する事項 

 ⑴ 苦情の対応 

  ① 苦情対応の責任者及び担当者その他連絡先を掲示等により明らかにし、利用者等から苦情の申

立てがある場合は、迅速かつ誠実に対応すること。 

  ② 苦情及びその対応の内容について記録すること。 

  ③ 利用者等が苦情申立て等を行ったことを理由に不利益な取扱いをしないこと。 

 ⑵ 秘密の保持 

   利用者及び利用者世帯等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務上知り得た秘密（個

人情報を含む。）を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。 

 ⑶ 障害者差別の解消 

   障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号）を遵守するとともに、

障害者等に対する合理的配慮の提供に努めるものとする。 

 ⑷ 人権の尊重 

   従事者が基本的人権について正しい認識をもって、本業務を遂行できるよう、従事者に対して人

権研修を行うこと。 

 ⑸ 関係法令の遵守 

   労働関係法令その他の関係法令を遵守するとともに、法令上のすべての責任を負うこと。 

 ⑹ 信用失墜行為の禁止 

   市民の信頼の確保に努めるとともに、私生活においても社会人として信用を失う行為をしないこ

と。 

 ⑺ セキュリティの確保 

   業務に使用するインターネット環境や電子機器に必要なセキュリティを確保するとともに、従事

者に対しても情報漏洩に関する研修を行う等対策を講ずること。 

 ⑻ 情報開示 



   市が本事業に係る情報の開示を求めたときは、これに協力すること。 

 ⑼ 事故等の対応 

  ① 利用者等に対し、業務の提供により事故が発生した場合、市、当該利用者の家族等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講ずること。 

  ② 事故の状況、処置について記録すること。 

 ⑽ 損害の賠償 

   受託者は、仕様書の各条項に違反し、又は法その他の関係法令に違反し、利用者又はその家族の

生命、身体、財産に損害を与えた場合には、その損害賠償の義務を負う。ただし、受託者に過失が

ない場合は、市との協議により解決する。 

 ⑾ 保険加入 

   業務実施に伴う事故等に供え、賠償責任保険に加入すること。 

  

13 その他 

 ⑴ 委託料の返還 

   仕様書に基づく本業務につき不履行を確認した場合は、委託料の返還を求めることができる。 

 ⑵ 委託業務に関する帳簿、記録簿その他関係帳票を実施年度の翌年度から５年間保存すること。 

 ⑶ 業務の引継ぎ 

  ① 受託者は、契約満了又は契約解除に伴い、他者に引継ぎを行う必要が生じた場合には、利用者

の利便性を損なわないように十分な引継ぎを行うこと。 

  ② 市又は次期受託者が引継ぎ未完了と認めた場合は、契約終了後であっても受託者は、無償で引

継ぎを行うこと。 

  ③ 受託者は、次期受託者と協議の上、契約満了前に引継ぎ（個別ケースは除く。）を行うことがで

きる。ただし、次期受託者は、無償で引継ぎを受けるものとする。 

 ⑷ 権利の帰属及び目的外利用等の禁止 

   本業務により得られたデータ及び成果品等は、市に帰属するものとし、本業務以外の目的に使用

しない、及び無断で第三者に提供しないこと。また、契約満了又は契約解除後も同様とする。 

 ⑸ 契約終了後の本業務に関するデータの取扱い 

 ① 契約満了又は契約解除後は、直ちに本業務に関する書類及び電子データを市に引き渡すこと。 

② データ引渡し後、所有するパソコン等の電子データが消去されていることを市が確認する場合

は、その求めに応じること。 

 ⑹ 協議 

この仕様書に定めのない事項及び仕様について生じた疑義については、市と受託者の双方で協議

して定めるものとする。 


